
公 告  

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

  令和８年２月２７日 

                          長野県立美術館長  

 

１ 入札に付する事項 

（１） 業務名 

令和８年度～令和１２年度長野県立美術館清掃業務委託 

 

（２） 業務の特質 

長野県立美術館内外の日常清掃及び定期清掃 

 

（３） 履行期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

（長野県条例第５９号ならびに同号運用要領の準用による長期継続契約） 

 

（４） 履行場所 

長野県長野市箱清水１－４－４ 

長野県立美術館 

 

（５） 入札方法 

価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額 

に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格としますので、入札者は消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載してください。 

但し、税率の変更があった場合、その時点で変更契約を結ぶものとしますので、あらかじめ

ご承知おきください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次のいずれにも該当する者であることとします。 

 

（１） 入札説明書の２に該当する者であること。 

 

（２） 長野県会計局長から、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成２３年

３月２５日付２２管第２８５号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。 

 

（３）  長野県の一般競争入札又は指名競争入札参加資格者の資格審査の別表の「その他の契約」営

業種目に「１３－１ 清掃（許認可あり）」の登録を有する者であること。 

 



（４）  過去２年間に、１年間継続業務を１回として、２回以上清掃面積３，０００㎡以上の建物 

の清掃業務契約を元請として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者であること。 

 

（５） 長野県暴力団排除条例（平成２３年長野県条例第２１号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

 

（６） 長野県内に本社もしくは営業所を有していること。  

 

３ 入札説明書の交付、交付期間及び交付場所並びに契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 

 

（１） 入札説明書の交付 

本公告に係る入札に参加しようとする者の申し出により、入札に参加する者１人に対し１部

を無償で交付します。ただし、郵送の希望は受け付けません。 

 

（２） 入札説明書の交付期間 

令和８年２月２７日（金）から令和８年３月１３日（金）まで（休館日を除く） 

の毎日午前９時から午後５時まで 

 

（３） 入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 

長野県長野市箱清水１－４－４ 

長野県立美術館 総務課 

電話 ０２６（２３２）００５２ 

 

４ 入札手続等 

（１） 入札参加申し込み 

（２） 契約手続き等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

（３） 入札及び開札の日時及び場所 

    ア 日時 令和８年３月１６日(月) 午前１０時００分 

     イ 場所 長野県立美術館 ３階レセプションルーム 

 

（４） 郵便入札の可否 

郵便による入札は、受け付けません。 

 

（５） 入札者に要求される事項 

この競争入札参加者又は代理人は「一般競争入札申込書」（様式１）、「実績申立書」（様式２）、

「入札にかかる説明書」（様式３）を、令和８年３月１３日（金）午後５時までに前記３の（３）

の場所に提出しなければなりません。  

この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を

希望する者の負担において説明しなければなりません。 



 

（６） 入札保証金 

地方自治法施行令(以下政令)第１６７条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期 

限までに納付してください。ただし、長野県財務規則(以下規則)第１２６条第２項各号に掲げ

る担保を提供した場合又は規則第１２７条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。 

 

（７） 契約保証金 

政令１６７条の１６第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してくださ 

い。ただし、規則第１２６条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第１４３条各号

に該当する場合は、納付する必要はありません。 

 

（８） 入札の無効 

規則第１２９条各号に該当する入札書は、無効とします。 

 

（９） 契約書作成の要否 

必要とします。 

 

（１０） 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内に達した入札であって、最低の価格をもってした者を落札者として 

決定します。 

 

５ その他 

（１） 本件入札は、各事業年度ごとに本契約に係る予算が議会で可決され、事業年度開始日 

に当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生じます。 

 

（２） 詳細は入札説明書によります。 

 

（３） 仕様書に対する質問・回答について質問がある場合は令和８年３月９日（月）までに質問書

を長野県立美術館総務課に提出してください。また、質問に対する回答は令和８年３月１２

日（木）とし、長野県立美術館ホームページに回答書を掲載します。なお、質問者に直接回

答は行いませんので必ず上記掲載先を確認してください。 

 

                               長野県立美術館 総務課   


